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1 
《事業主の皆さまへ》 

職業安定法施行規則の改正により 2024（令和 6）年 4 月 1 日以降、ハローワークに求人申込を行う場合は、
求人票に以下の①～③の明示をお願いします。 

① 従事すべき業務の変更の範囲 ※ ②  就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲  ※ 

採用後、将来の配置転換など雇入れ直後の業務と異な
る業務に配置される見込みがある場合には「仕事の内
容」欄に変更後の業務を明示してください。 

採用後に業務内容の変更する予定がない場合は「変更
範囲：変更なし」と明示してください。 

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配

置される見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄の「1.

あり」に〇をした上で、転勤範囲を明示してください。 

※「変更の範囲」とは雇入れ直後だけでなく将来の配置転換など今後の見込みも含めた締結する労働契約期間中での 
変更の範囲のことです。 

③ 有期労働契約を更新する場合の基準 ※ ※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。 

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了
時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更
新の可能性」欄を「１.あり」に〇を付けてください。 

・更新継続が期待される場合は、「原則更新」、更新の
可能性はあるもののそれが確実でない場合は「条件
付きで更新あり」に〇を付けてください。 

■原則更新の場合は次のように明示ください。 

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限あり 

「求人に関する特記事項」欄に 

更新上限：有（通算契約期間●年／更新回数▲回） 
※更新上限がない場合にその旨を記入する必要はありません。 

■条件付きで更新ありの場合は次のように明示ください。 

「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載 

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限あり 

「契約更新の条件」欄に 

更新上限：有（通算契約期間●年／更新回数▲回） 
※更新上限がない場合にその旨を記入する必要はありません。 

詳しくはハローワーク日田求人担当までお問合せくだ
さい。 ☎ 0973－22－8609 

ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

日田公共職業安定所広報 

2024 年 3 月号 

末廣神社（玖珠町） 

１  P 1 

4  P 2 

5  P 3 

2  P 2 

3  P 2 

6  P 4 

7  P 4 
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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事
業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げなどについてお知らせいた
します。 

法 定 

雇 用 率

令 和 

５年度 

令和 6 年 

4 月 

令和 8 年 

7 月 

民間企業の 
法定雇用率 

2.3% 2.5% 2.7% 

対象事業主 
の範囲 

43.5 
人以上 

40.0 
人以上 

37.5 
人以上 

障害者を雇用しなければならない対象事業主には以下の義務があります。 

●毎年 6月 1 日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 
●障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選
任（努力義務） 

4 
《事業主の皆さまへ》 

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降） 
 ●週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の精神障害者につい
て当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく 1 カウント
として算定できるようになりました。 

一部の週所定労働時間 20 時間未満の方の雇用率への算定
（令和６年４月以降）  

●週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の精神障害者、重度
身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5 カウント
として算定できるようになります。 

週 所 定 

労働時間 
30ｈ以上 

20ｈ以上 

30ｈ未満 

10ｈ以上 

20ｈ未満 

身体障害者 1 0.5 ― 
 重度 2 1 0.5 

知的障害者 1 0.5 ― 
 重度 2 1 0.5 

精神障害者 1 0.5※ 0.5 
※精神障害者である短時間勤務職員は、雇入れの日からの期 
間等にかかわらず、当分の間、１人をもって１人とみなします。 

 
障害者雇用に関するお問合せ ハローワーク日田 障害者雇用担当まで ☎ 0973－22－8609 

3 
《事業主の皆さまへ》 

Ｇビズ IDとは？ １つのＩＤ・パスワードで様々な行政サービスにログインできる
サービスです。 G ビズ IDの詳細・取得はコチラ https://gbiz-d.go.jp/top/ 
注意 Gビズ IDエントリーでは雇用関係助成金ポータルをご利用いただけません。 

【お問合せ先】 

大分労働局 

大分助成金センター 

☎ 097-535-2100 

Point 

３ 
Point 

1 
Point 

2 

社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。紙の申請と他の電子申請※も引き続きご利用いただけます。 ※e-Gov電子申請 

2 
《求職者の皆さまへ》 

お問合せ・お申込み先  ハローワーク日田 職業訓練担当まで ☎ 0973－22－8609 

大分県立日田高等技術専門校では、『オフィスビジネス科』の訓練生（３月１４日(木)最終締切）を募集しています。 

オフィス系ソフトウェア・簿記会計事務・情報処理の基礎・金融、財産、税金等の基礎に関する実技と関連

知識を取得します 

令和６年４月５日(金)から１年間       令和６年４月１日時点で１８歳～３９歳の方 

ＩＴパスポート試験(国家資格)・ファイナンシャルプランニング技能士３級(国家資格)・日商簿 

記検定２、３級・全経簿記検定１、２、３級・表計算技士２、３級・ワープロ技士２、３級 ほか 

 

訓練内容 

訓練期間 応募資格 

取得をめざす資格 
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5 
《事業主の皆さまへ》 

 厚生労働省が取りまとめた「令和 5 年障害者雇用状況の集計結果」では、全国の民間企業での雇用障害者数、実雇用率は
ともに過去最高を更新していますが、企業規模別や産業別では規模や業種による差が顕著にみられます。 
 障害者雇用を進めるためには他社の取り組み事例を参考にしていただくことも有効な方法ですが、以下にご紹介する内容
は、「独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構」が事例集として取りまとめた『障害者雇用があまり進んでいない業種にお
ける雇用事例』の《まとめ》の部分の抜粋です。この冊子は同機構のホームページに掲載されています。 
 冊子には、企業の取り組みや得られたメリットなどの事例の特徴や他の企業の参考になる点、現場担当者 
や雇用されている障害のある方の声などが簡潔にまとめられており、特に障害者雇用の経験のない事業主の 
皆様が、今後雇用に取り組むにあたって参考にしていただける内容とな 
っています。是非とも参考にしていただき、一人でも多くの障害者の働 
く機会の確保をお願いします。 

Jeed ハンドブック 検索 

 

【障害者雇用のメリットとして紹介されている事例】 

会社の貴重な戦力となった 

〇本人の強みや長所を見極めて、能力に応じた職域の拡大がで 
 き、会社の業務に大きく貢献している。 
〇職場とのマッチング、指導担当者等の配慮により高い能力を 
 発揮でき、業績向上につながっている。 

組織全体が良い方向へと変わり、企業全体の離職率が下がった 

〇障害のある職員に対する指導方法や工夫は共通の指導ノウハ 
 ウとなり、結果的に全職員の人材育成につながって、離職率 
 が大幅に減少した。 

職場の雰囲気や作業環境が良くなり、顧客満足度にもつながった 

〇障害者雇用を意識して様々な改善を行った結果、作業環境が良 
 くなった。 
〇社内の意思疎通をスムースにするための体制作りは会社の空気 
を良くし、従業員満足度の向上につながって、結果的には顧客満 
足度にもつながっている。 

 

 

 

４ 先入観をやめる 

障害者雇用を進めるには、企業トップの決断が最も重要です。ト
ップ自らが社員に対して、「企業の経営方針」として障害者雇用を進
めることを示すことで、社員全体の理解も進んでいきます。 
もし、トップが決断しないと、障害害雇用の必要性を理解してい

る採用担当者が板挟みになって困ってしまうことにもつながりか
ねません。 
 

 

経営者 
 

採用担当者 

社員 
 

 
 

・障害者は社員と同じように仕事ができるの？ 

・私たちが助けないといけなくなるのでは？ 

・企業は競争社会、厳しい環境で働くのはかわいそう。 

・福祉が支えるほうが良いのでは？ 

・なぜ障害者を雇用しなければならないんだろう。 

・障害者雇用の促進等に関する 
法律(法令遵守) 

・企業の社会的責任 
・ダイバーシティー 

企業トップの決断が最も重要！ 

(板挟みになることも) 

 障害者雇用の経験のない事業主の皆様、特に障害者雇用に取り組むことを検討されている事業主の皆様にとって、ポイ
ントにしていただきたいことが以下の「1トップの決断」「2社内の理解」「3職務の選定」です。さらにそれぞれで重要と
なるのは「4先入観をやめる」ことです。 

 採用担当者、受け入れ部署の担当者はもとより、全社員が
関心・理解を持つことで、当事者だけに負担がかかったり孤
立化したりすることを防ぐことが肝要です。 
 受け入れを打診された場合、「なぜ自分の部署なのか」「自
分ばかりが負担を強いられる」といった意見が出ることもあ
ります。 
 受け入れ部署任せにせず、採用部門も必要なサポートをし
ていく姿勢を示し、障害者雇用のメリットを伝えながら受け
入れ部門の不安を解消し、理解を得ていくことが大切です。 

 

・障害者雇用を進める理由が理解できた。 

・今まで持っていた障害者のイメージとは違っていたようだ。 

・周囲から協力が得られれば安心。 

企業トップが前向きなメッセージを伝える 

・障害者雇用の理由を説明 
・企業の立場を説明 

不安感の払拭 

経営者 
 

採用担当者 

社員 

 

(サポート姿勢を示す) 

職務については一人一人の状況に応じて決定すること
が大切です。 

既存の職務から選ぶことが難し
い場合は、職務を作り出すことを
検討します。 

 

具体的な取り組み事例 

〇既存のいろいろな業務を体験させて、本人に合う仕事を 
 選定 
〇緊要度が高まった職務を担当する新部署を立ち上げ、本 
 人の適性に合った職務を設定 
〇障害者経験のある事業所を見学し、全社的に議論して職 
 務を切り出し 
〇既存の職務の工程を分類・細分化し、本人の適性に合っ
た職務を設定 

 

具体的な取り組み事例 

〇先進的な取り組みをしている企業の雇用事例を検証 
〇特別支援学校の見学 
〇職場実習の受け入れ 

 

Step.1 
障害者雇用の理解を深める 

Step.2 
職務の選定 

Step.3 
受け入れ態勢を整える 

Step.4 
採用活動(募集～採用) 

Step.5 
職場定着 

初めて障害者雇用を取り組むときに最も重要 

障害者雇用のステップ 
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7 

3/18  月
げ 

求職活動の進め方、自己分析、応募書類作成方法、成功

する面接法など、専門講師によるセミナー（定員 12 名） 

【申込み】ハローワーク日田総合案内まで 

13:30～15:30セミナー  15:30～16:30個別相談(希望者) 

会場：ハローワーク日田 大会議室 

3/12・26 
・ 
福祉職場への就職についての不安、悩み、資格や職場体験

などの相談・情報提供 
【問】日田市福祉人材バンク ☎ 0973-24-7590 

13:00～15:00 会場：ハローワーク日田 小会議室 

火 
 

就職に対する心理的不安に、専門の精神保健福祉士による

相談・アドバイスなど 【予約】ハローワーク日田まで 

10:00～12:00 会場：ハローワーク日田 小会議室 

3/7・14・21・28 
・

木 
 

3/5 
 
ブランクが長いなど看護職への就職についての不安、悩

み、施設見学などの相談・情報提供 

【問】大分県ナースセンター☎097-574-7136 

 

10:00～12:00 会場：ハローワーク日田 小会議室 

火 
 

働くことに悩みを抱えている方へのコンサルティング、

就職に向けてサポート（15～49 歳対象）【予約】おおいた

地域若者サポートステーション ☎ 097-533-2622 

 

11:00～15:00 会場：ハローワーク日田 小会議室 

3/8・22 
・・・・

金 
 

3/6・13・27 
 
参加希望の事業所の方は、事前にハローワーク日田求人係
へお申し込みください。なお、上記以外の日でも申し込み

できる場合がありますので、お問い合わせください。 

 

9:30～16:00 会場：ハローワーク日田 小会議室 

水 
 

事 前 
申込み 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
参加 
 

令和6年

01月
うち男 うち女 前月

令和5年

01月

前年

増減

新規求職者数 401 171 230 241 336 65

うち55歳以上 167 85 82 98 159 8

有効求職者数 1,248 561 687 1,133 1 ,265 ▲ 17

うち55歳以上 516 267 249 464 530 ▲ 14

新規求人数 626 * * 559 705 ▲ 79

有効求人数 1,605 * * 1,569 1 ,772 ▲ 167

就職件数 105 50 55 118 132 ▲ 27

うち55歳以上 37 21 16 42 54 ▲ 17

新規求人倍率 1 .56 * * 2 .32 2 .10 ▲ 0.54

有効求人倍率 1 .29 * * 1 .38 1 .40 ▲ 0.11

適用事業所数 1 ,928 * * 1 ,935 1 ,951 ▲ 23

被保険者数 22,010 11,442 10,568 22,083 22,128 ▲ 118

受 給 資 格

決 定 件 数
112 47 65 57 111 1

受給者実人員 312 118 194 291 334 ▲ 22

職

業

紹

介

関

係

雇

用

保

険

関

係


